
第７１号議案 

 

第

七

十

一

号

議

案 

   
 
 

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

   
 

平

成

二

十

五

年

十

一

月

二

十

八

日 

  

提

出

者 
 

江

戸

川

区

長 

多

田

正

見 

 
 
 
 
 

     



第７１号議案 

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

年

七

月

江

戸

川

区

条

例

第

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

第

二

条

第

一

項

中

「

武

力

攻

撃

災

害

等

派

遣

手

当

」

の

下

に

「

及

び

新

型

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

等

緊

急

事

態

派

遣

手

当

」

を

加

え

る

。 

第

二

十

六

条

の

六

第

一

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

 

次

の

各

号

に

掲

げ

る

職

員

（

以

下

「

派

遣

職

員

」

と

い

う

。

）

に

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

災

害

派

遣

手

当

を

支

給

す

る

。 

一 

災

害

対

策

基

本

法

（

昭

和

三

十

六

年

法

律

第

二

百

二

十

三

号

）

第

三

十

一

条

又

は

他

の

法

律

の

規

定

に

よ

り

災

害

応

急

対

策

又

は

災

害

復

旧

の

た

め

自

己

の

住

所

又

は

居

所

を

離

れ

て

江

戸

川

区

に

派

遣

さ

れ

た

職

員 

同

法

第

三

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

災

害

派

遣

手

当

（

武

力

攻

撃

事

態

等

に

お

け

る

国

民

の

保

護

の

た

め

の

措

置

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

六

年

法

律

第

百

十

二

号

）

第

百

五

十

四

条

（

同

法

第

百

八

十

三

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

に

あ

つ

て

は

武

力

攻

撃

災

害

等

派

遣

手

当

、

新

型

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

等

対

策

特

別

措

置

法

（

平

成

二

十

四

年

法

律

第

三

十

一

号

）

第

四

十

四

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

に

あ

つ

て

は

新

型

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

等

緊

急

事

態

派

遣

手

当

） 

二 

大

規

模

災

害

か

ら

の

復

興

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

五

年

法

律

第

五

十

五

号

）

第

五

十

五

条

又

は

他

の

法

律

の

規

定

に

よ

り

復

興

計

画

の

作

成

等

の

た

め

自

己

の

住

所

又

は

居



第７１号議案 

 

所

を

離

れ

て

江

戸

川

区

に

派

遣

さ

れ

た

職

員 

同

法

第

五

十

六

条

第

一

項

に

規

定

す

る

災

害

派

遣

手

当 
第

二

十

六

条

の

六

第

三

項

を

削

り

、

同

条

第

四

項

中

「

前

二

項

の

」

を

「

前

項

の

」

に

、

「

前

二

項

中

」

を

「

同

項

中

」

に

、

「

「

武

力

攻

撃

災

害

等

派

遣

手

当

」

を

「

、

「

武

力

攻

撃

災

害

等

派

遣

手

当

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

三

項

と

し

、

同

条

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。 

４ 

第

二

項

の

規

定

は

、

新

型

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

等

緊

急

事

態

措

置

の

実

施

の

た

め

江

戸

川

区

に

派

遣

さ

れ

た

職

員

に

支

給

す

る

新

型

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

等

緊

急

事

態

派

遣

手

当

の

支

給

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

同

項

中

「

災

害

派

遣

手

当

」

と

あ

る

の

は

、

「

新

型

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

等

緊

急

事

態

派

遣

手

当

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。 

５ 

前

各

項

に

規

定

す

る

も

の

の

ほ

か

、

災

害

派

遣

手

当

（

武

力

攻

撃

災

害

等

派

遣

手

当

及

び

新

型

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

等

緊

急

事

態

派

遣

手

当

を

含

む

。

）

の

支

給

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

区

規

則

で

定

め

る

。 

  
 
 

付 

則 

 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 

（

経

過

措

置

） 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

新

条

例

」

と

い

う

。

第

二

十

六

条

の

六

第

一

項

第

一

号

及

び

第

四

項

の

規

定

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

（

以

下
） 
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「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

前

に

新

型

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

等

対

策

特

別

措

置

法

（

平

成

二

十

四

年

法

律

第

三

十

一

号

）

第

三

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

新

型

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

等

緊

急

事

態

宣

言

（

江

戸

川

区

の

区

域

内

に

係

る

も

の

に

限

る

。

以

下

同

じ

。

）

が

さ

れ

た

場

合

に

お

い

て

は

、

最

初

に

当

該

新

型

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

等

緊

急

事

態

宣

言

が

さ

れ

た

日

か

ら

適

用

す

る

。 

３ 

新

条

例

第

二

十

六

条

の

六

第

一

項

第

二

号

の

規

定

は

、

施

行

日

前

に

大

規

模

災

害

か

ら

の

復

興

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

五

年

法

律

第

五

十

五

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

二

条

第

一

号

に

規

定

す

る

特

定

大

規

模

災

害

（

江

戸

川

区

の

区

域

の

全

部

又

は

一

部

が

法

第

十

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

地

域

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

る

場

合

に

限

る

。

以

下

同

じ

。

）

が

発

生

し

た

場

合

に

お

い

て

は

、

最

初

に

当

該

特

定

大

規

模

災

害

が

発

生

し

た

日

か

ら

適

用

す

る

。 

   （

説

明

） 

 

新

型

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

等

対

策

特

別

措

置

法

（

平

成

二

十

四

年

法

律

第

三

十

一

号

）

及

び

大

規

模

災

害

か

ら

の

復

興

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

五

年

法

律

第

五

十

五

号

）

の

施

行

に

伴

い

、

新

型

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

等

緊

急

事

態

派

遣

手

当

を

新

設

す

る

と

と

も

に

、

災

害

派

遣

手

当

に

関

す

る

規

定

を

改

め

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


